
1 調 査 対 象 業 務 名 ： 新田原飛行場（５国）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その２

2 入 札 日 ： 令和５年５月１７日

3 調 査 対 象 業 者 名 ： 株式会社九州住宅防音中野事務所（4290801015874）

4 調 査 概 要 ：

調 査 事 項 調 査 結 果

当該価格での入札理由

入札にあたっては、厳しい競争環境を考慮した上で、過年度同種実績の経験、
技術力等から、品質を確保しつつ履行期間内で円滑な業務の遂行が可能と判断
した上で、直接業務に関係ない間接費を減額し、応札額を決定したものであ
る。

入札価格の適切性 積算数量及び価格に誤認はなく、契約内容に適合した履行は可能と判断する。

担当技術者の手持ちの業
務状況

技術者として、自社の従業員１３名を予定している。全ての作業者は手持ちの
業務を抱えている状況であるが、本業務の履行に支障はない。
また、従業員を１名追加で採用する予定である。

労働者の供給見通し 特に問題点はない。

低入札価格調査結果調書



過去に履行した公共工事
等（業務）の状況

築城飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その１
築城飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その２
築城飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その３
新田原飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その２
築城飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務（国債）その４
築城飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その１
築城飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その２
鹿屋飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その１
築城飛行場（２）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その３
鹿屋飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その１
築城飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その５
新田原飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その４
鹿屋飛行場（４）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その１
芦屋飛行場（４）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務
芦屋飛行場（４）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その２
上記15件の同種業務を問題なく履行済である。

築城飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その１
築城飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その２
築城飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その３
築城飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その４
新田原飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その２
新田原飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その３
芦屋飛行場（３）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）
築城飛行場（４）における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(国債）その１
上記8件については、履行期間中であり問題なく履行している。

経営状況及び信用状況 特に問題点はない。

5 当該業務についての適正履行の有無： 有

6 落 札 の 決 定 ： 令和 ５ 年 ５ 月 ２３ 日 株式会社九州住宅防音中野事務所


